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まいど おおきに！ 

暑い日が続きますね。ということで、今月の表紙は、海と白色の“ハイビスカス”にしました。ハイビスカスの花言葉は

「新しい恋」「繊細な美」「あなたを信じます」「信頼」「勇気ある行動」です。 

７月は社会保険の基数に調整があったので、皆様の会社におかれては、社会保険の費用が上がったのではないでし

ょうか？これについては今月号の中で取り上げているのでご参考ください。また弊誌 6月で取り上げた「スパイ防止法」に

続けて、7 月 1 日から「対外関係法」が施行されました。これについても今月号で、金杜法律事務所によるこの法律の要

点を載せましたのでご参考ください。 

7 月 19 日に、中国共産党中央委員会と国務院は、「民間経済の発展と成長の促進に関する意見（关于促进民营经

济发展壮大的意见）」を正式に発表しました。この意見では、8つの側面と 31の施策により、民間企業の信頼を高め、民

間経済に質の高い発展の促進をもたらすことを述べています。具体的には、 公正競争制度の枠組みと政策実施メカニ

ズムを改善し、あらゆる種類の所有権を持つ企業を公平かつ平等に扱うこと、また社会全体が民間経済と民間起業家に

ついて客観的、正確かつ総合的に理解できるよう指導する、ということを述べています。今、中国経済にとって、民間企

業が元気になることが必要だということを表していると思います。 

そして同じ 7月 19日に、アメリカの下院政府監督員会の公聴会で、日本の国税庁にあたる IRSの内部告発者 2人に

よる、バイデン大統領の息子のハンター・バイデン氏に対する脱税捜査が妨害されたという驚きの証言がありました。こと

の発端は、2018年にハンター氏の脱税容疑が浮上し、IRSは捜査チームを発足し捜査を開始しましたが、司法省などの

介入や十分な証拠がありながらも連邦検事補がその使用を禁止するなどがあり、現場の不満は爆発し、今回の公聴会

での証言となりました。下院政府監督員会のコマ―委員長は、公聴会の冒頭で、「本日はキャリアを賭して重要な証言を

してくれた勇敢な内部告発者の方々をお迎えします。これは簡単な決断ではなかったことを承知しています。」と言って、

この内部告発者の勇気に敬意を表して迎えました。内部告発者は IRS の職員、ゲイリー・シェイプリー氏とジョセ・フジー

グラー氏です。大統領とその大統領の息子の犯罪に関わる内容を自ら内部告発するわけですから、当然職を失うか、も

しかしたら命を失うことにもなりかねません。では彼らが内部告発をするに至った動機は何だったのでしょうか？それにつ

いてシェプリー氏は、証言の中でこう言っています。「私はどちらの党（筆者注：民主党か共和党か）を支持するためにこ

こにいるのではありません。私がここにいるのは、私たちの税制が、その人のラストネームや政治的コネクションに関係な

く、誰に対しても公平かつ平等である、という確信をアメリカ国民が持っていなければ、アメリカの税制は成り立たないか

らです」と語りました。つまりラストネームがバイデンだからだとか政治的コネクションが大統領だから、何やってもいいとい

うのではなく、全ての人に公平平等でなければならない、という信念が彼らを行動へと促したのだと思います。まさに今月

の花言葉、「勇気ある行動」ですね。 

 

では今月も笑顔（スマイル）でスタートしましょう！  

今月はハイビスカスです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



中国経済情報  

 

中国輸出、6月は前年比－12.4％ 予想以上の減少 

中国税関総署が 7 月 13 日発表した 6 月の貿易統計によると、輸出は前年比 12.4％減少、輸入は同 6.8％減少でい

ずれも予想以上に減少した。 

ロイターがまとめたエコノミストの予想は輸出が 9.5％減、輸入は 4.0％減だった。 

中国経済はゼロコロナ政策解除を受け第１・四半期に力強い回復を見せたが、その後減速している。 

輸出の落ち込みは 3年以上前の新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）初期以来の大きさだった。 

中国の輸入の先行指標とされる韓国の対中輸出は 6 月に 19.0％減と、昨年 10 月以降で最も小幅なマイナスにとどまっ

たが、電子製品の製造に使用される半導体など部品の需要が依然として弱いことを示した。 

中国税関総署のデータに基づくロイターの算出によると、6 月の対米貿易黒字は 287 億 2 千万ドルと、5 月の 281 億 6

千万ドルからやや拡大した。1～6月では 1,514億 4千万ドルとなった。 

税関総署によると、人民元建てでは 6月の輸出は前年比 8.3％、輸入は 2.6％それぞれ減少した。 

 

詳細について、下表をご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マクロ経済情報 



 

 

中国の 6月ＰＰＩ、前年比－5.4％ 約 7年ぶりの大幅な落ち込み 

中国国家統計局が 7 月 10日に発表した 6月の生産者物価指数（ＰＰＩ）は、前年比 5.4％下落し、2015年 12月以来

最も大幅な落ち込みとなった。消費者物価圧力も 21 年以降で最も穏やかとなり、当局に需要喚起のための政策対応を

迫る結果となった。ＰＰＩは前年比で 9カ月連続の下落。下落率は 5月（4.6％）から予想（5.0％）以上に加速した。6 月の

消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比変わらず。豚肉価格の下落が加速したことが主因。5 月は 0.2％上昇、ロイター調査の

予想中央値は 0.2％上昇だった。食品とエネルギー価格を除いたコアＣＰＩは前年比 0.4％上昇し、5 月の 0.6％上昇か

ら鈍化した。中国当局は 23 年の平均ＣＰＩ伸び率を約 3％としている。22 年は 2％上昇した。キャピタル・エコノミクスはリ

ポートで、「総合インフレ率は年末までに 1％程度に上昇すると予想している。ただそれでも水準的に低く、中国人民銀

行（中央銀行）の一段の金融緩和余地を制約することはないだろう」と指摘する一方で、「信用需要が低迷し、通貨が下

落圧力にさらされていることから、支援策は主に財政政策を通じて行われると考える。政策金利の今年の引き下げ幅は、

あと 10ベーシスポイントにとどまると予想する」と述べた。 

 人民銀行は先月、銀行貸出金利の指標となる最優遇貸出金利（ローンプライムレート、ＬＰＲ）の 1 年物と 5 年物を 10

カ月ぶりに引き下げた。ジョーンズ・ラング・ラサールのチーフエコノミスト、ブルース・パン氏は「ＰＰＩの下落加速は不動

産や建設セクターの低迷と鉱工業生産の好調を反映している」と指摘。「ただ、前年比での下落率は底入れした可能性

が高く、今年後半には徐々に縮小する」との見通しを示した。 

 上海証券のアナリストは、人民銀行が貸出金利をさらに引き下げる可能性が高いとし、下期の預金準備率と政策金利

の引き下げを見込んでいると述べた。ただ、家計や企業は新型コロナウイルス禍で打撃を受けたバランスシートを改善さ

せようと負債の返済を進めているため、小幅な利下げはローン需要にさほど影響を与えないとアナリストは指摘。需要押

上げには財政政策など他の措置が必要だとの見方を示している。 

 

詳細について、下表をご覧ください。 



 

 



 
 



 
 

会計・税務情報 

 

 

 

企業の革新発展をさらに支援するために、2023 年 6 月 21 日に、国家税務総局と財政部は付共同で、「予納申告に

おける研究開発費用の控除加算政策の最適化に関する公告」（国家税務総局 財政部公告 2023 年第 11 号）を発表し

ました。主な内容は以下のとおりです。 

 

1.企業は 7 月において企業所得税の第 2 四半期（四半期毎申告）又は 6 月度（月次申告）の予納申告を行う際に、研

究開発費用を正確に集計することができる場合、自社の生産経営の実態を踏まえて、自主的に当年度上半期の研究

開発費用について控除を加算できる優遇政策の享受を選択可能である。 

7 月において上述優遇政策の享受を選択しなかった場合は、10 月の予納申告または年度確定申告の際に研究開発

費用を正確に集計できるのであれば、自社の生産経営の実態を踏まえて、10 月の予納申告または年度の確定申告

の際に、優遇政策の享受を選択可能である。 

 

2.企業は 10 月において、企業所得税の第 3 四半期（四半期毎申告）又は 9 月度（月次申告）の予納申告を行う際に、

研究開発費用を正確に集計することができる場合、自社の生産経営の実態を踏まえて、自主的に当年度第 1 四半期

から第 3四半期の研究開発費用について控除加算の優遇政策の享受を選択可能である。 

10 月において上述優遇政策の享受を選択しなかった場合は、年度確定申告の際に研究開発費用を正確に集計す

ることができるのであれば、自社の生産経営の実態を踏まえて、年度確定申告の際に優遇政策の享受を選択可能で

ある。 

 

3.企業が研究開発費用の控除加算優遇政策を享受する際には、「真実発生、自己判断、申告享受、関連資料の保存」

の処理方式を採用し、企業が実際に発生した研究開発費用の支出に基づき、控除加算の金額を自ら計算し、『中華

人民共和国企業所得税月（四半期）度予納納税申告書（A類）』を記入し、税収優遇を享受する。また、控除加算の優

遇を享受する研究開発費用の状況（上半期あるいは第 1 四半期から第 3 四半期）に基づいて、『研究開発費用加算

控除優遇明細書』（A107012）を記入する。『研究開発費用加算控除優遇明細書』（A107012）は、調査に備える資料と

して、規定されたその他の資料と一緒に保存する。 

 

4.本公告は 2023 年 1 月 1 日より施行する。「企業の予納申告における研究開発費用の加算控除優遇政策の適用に関

する公告」（国家税務総局 2022年第 10号）は同時に廃止される。 

 

予納申告における研究開発費用の加算控除政策を最適化 
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法務情報 

 

 

１．はじめに 

2023 年 6 月 28 日、全国人民代表大会常務委員会が「対外関係法」（以下「本法」という）を公布し、2023 年 7 月 

1 日に本法が施行された。本法 2 条によると、本法は、中国と各国との外交関係及び経済・文化等の各分野における

交流と協力の発展、並びに国連等の国際組織との関係の発展に適用される。 

中国は「信頼できない実体リストに関する規定」、「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻止に関する弁法」、

「反外国制裁法」等の法令を相次いで制定してきたが、これまで基礎的・総合的な渉外法令は存在しなかった。本法の

制定はこの欠陥を補填し、渉外立法の分野において統合的・総括的な作用を発揮した。中国外交担当トップの王毅氏

は、中国の対外政策において普遍的な指導的意義を有する方針・原則を確立したことに本法の意義があり、他の渉外

法令に授権と指導を提供し、必要な継ぎ目を十分に残したと説明している。本法は、総則、対外関係の職権、対外関係

発展の目標任務、対外関係の制度、対外関係発展の保障など全 6 章 45 条からなり、政治、経済、文化その他多くの

分野と関わる以下、本法の要点について概説する。 

 

2. 新法の要点 

（1） 渉外分野の立法及び関連法令の適用の法律面における明確な強化 

国内法の域外効力に基づいて、一国の国家機関は、本国領土外で行われた行為に対し本国領土内において規制を

行うことができる。異なる国の域外効力ある法律の間に立法の衝突が生じ、かつ、法執行機関・司法機関が多国間メ

カニズムに基づく他の関係国との調整を経ずに関連法令の適用又は執行を実際に行った場合には、他国の利益に

損害が生じうる。近年、一部の先進国の対中制裁が激化し、自国の国内法に依拠して中国に対し輸出管理、金融投

資、独占禁止等の分野で一方的な制裁及び「ロングアーム管轄」を実施しているが、これは内政不干渉の原則等の国

際法の基本原則に悖るものと考えられる。 

本法の制定は、渉外分野の立法及び法治体系の確立の強化を強調し、中国が正常な国際経済貿易取引の展開を

保障するために原則的な根拠を提供した。本法 32 条によると、渉外分野の法令の施行及び適用を強化するとともに、

法により法執行・司法等の措置を講じて、国の主権、安全、発展の利益を擁護し、中国の公民・組織の合法的な権

利・利益を保護する。全国人大常委会法工委の責任者が記者からの質問への回答で表明したところによると、この規

定は個別国家の「ロングアーム管轄」とは異なり、中国はそのような方法による国際覇権の獲得に断固反対する。本法 

19 条によると、中国は、国連を中心とする国際体系を擁護し、国際法を基礎とする国際秩序を擁護し、国連憲章の

趣旨及び原則を基礎とする国際関係の基本的規範を擁護し、前出の 32 条も同様に、渉外分野の法令の施行及び

適用については、国際法の基本原則及び国際関係の基本的規範の遵守を基礎として確立しなければならないことを

明確化した。これらの規定は、中国が対外関係の発展において国際慣例を尊重し、国の主権、安全、発展の利益及

び国の尊厳を断固と守り、中国の公民・組織の合法的な権利・利益を保護することに関する態度を反映している。 

（2） 報復及び制限措置に関する法的根拠の拡充 

「対外貿易法」によると、いかなる国・地域が貿易面において中国に対し差別的な禁止、制限等の措置を講じたとき、

中国は、その国・地域に対して相応の措置を講ずることができる（7 条）。その後、商務部は、「対外貿易法」、「国家安

全法」等に基づいて、2020 年 9 月に「信頼できない実体リストに関する規定」を公布し、信頼できない実体リストに掲

げられた外国の実体に対しては、中央国家機関の関連部門が参加する職務機関において関連する制限・禁止の措

置を講ずることができるものとした。また、2021 年 1 月に公布された「外国の法律及び措置の不当な域外適用の阻

止に関する弁法」は、外国の法律及び措置に不当な域外適用の事情が存在するときは、商務部において関連する外

国の法律及び措置の承認、執行、遵守を禁ずる禁止令を公布することができると定めた（7 条）。さらに、2021 年 6 

月に公布された「反外国制裁法」は、中国が相応の報復措置を講ずることができる範囲を、「外国の国家が国際法及

び国際関係の基本的規範に違反し、各種の口実により又はその国の法律に基づいて我が国を抑止し、抑圧し、我が

国の公民、組織に差別的な制限措置を講じ、我が国の内政に干渉したとき」に拡張するとともに、報復措置の具体的

な種類、対象、手続及び機関を定めた。 

他方、輸出入の分野では、2020 年 10 月に公布された「輸出管理法」が規制リスト制度（18 条）を定めるとともに、同

法の域外適用效力（44 条）、対等原則（48 条）を明らかにしており、当該規定も、一定の間接的な制裁の効果を有し

ている。 

本法 33 条は、中国が相応の報復及び制限の措置を講ずることができる適用対象を、国際法及び国際関係の基本 

 

「対外関係法」の要点 
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的規範に違反し、中国の主権、安全、発展の利益を害する行為と定めた。このような状況の下、国務院及びその部門

は、必要な行政法規、部門規則を定め、相応の職務の制度及び機関を確立し、部門の協力連携を強化し、関連する

報復及び制限の措置を確定及び実施するとともに、その決定は最終の決定であるとされている。 

当該規定は、防止、警告及び威嚇の作用の発揮に役立ち、中国の法による反制裁・反干渉の正当な権利の行使に

法律的な根拠を提供し、法治の方法・手段による断固たる有効な国の利益の擁護に資する。 

（3） 条約の施行及び適用に関する制度の規定 

中国は、1990 年に「条約締結手続法」を制定したが、条約の施行及び適用に関する相応の法律規定は定められて

いなかった。本法は、条約・協定と中国憲法との関係を初めて法律の形式で規範化し、その 30 条によると、国は、憲

法及び法律に従って条約及び協定を締結し、又はこれに加盟し、関連する条約及び協定に定める義務を善意をもっ

て履行し、国が締結又は加盟する条約及び協定は、憲法と抵触してはならない。また、本法は、国が適切な措置を講

じて条約及び協定の施行及び適用をし、その際は国の主権、安全及び社会の公共利益を害してはならないと定める

とともに（31 条）、国が措置を講じて、国連安全保障理事会が国連憲章第 7 章に基づいて下した拘束力ある制裁決

議及び関連措置の執行をすることを明らかにした（35 条）。 

 

3. おわりに 

以上において論じた内容以外に、本法は、対外交流協力の強化に関する方針を強調し、大国の調和及び良性交流

の促進、「親睦・誠意・互恵・包容」の理念及び「与隣為善、以隣為伴」の方針に従った周辺国との関係の発展に関する

定め（18 条）、民間の対外的な友好交流・協力の積極的な展開の国による奨励（7 条）、対外関係発展の必要に基づく

教育、科学、文化、衛生、体育、社会、生態、軍事、安全、法治等の分野における交流協力の展開（28 条）を明確化し

た。本法はさらに、中国国内の外国人及び外国組織の合法的な権利及び利益の保護（38 条）、法執行・司法の分野の

国際協力の推進（39 条）等についても関連する規定を定めている。 

「日中平和友好条約」締結 45 周年にあたり、両国は近年、デジタル経済、健康養老、グリーン発展等の分野で友好的

な協力関係をさらに進化させている。本法の制定に伴い、日本企業は、対中貿易活動を展開する過程において、異なる

国の法律の域外適用を受け、中国の法令による企業活動に対するコンプライアンス要求を満たすため、中国の渉外法

律体系に対する全体的な理解と関連規定の遵守をさらに重視しなければならない。 

また、本法は、中国の渉外分野の基礎的、総合的な法律であることから枠組規定が多く、企業は、複雑で変わりやすい

国際情勢によりもたらされるコンプライアンスの課題に柔軟に対応できるよう、今後の関連法令・政策の公布及び関連す

る法執行の動向を常に注視する必要がある。 

情報提供 金杜法律事務所 

 

 

 

人事労務情報 

 

上海市では、2020 年から毎年 7 月 1 日に、社会保険及び住宅積立金の納付基数を調整されます。これに合わせて

最低賃金基準の変更がある場合には、7 月 1 日より適用されることになっています。社会保険の納付基数の上、下限

については、通常、上海市の前年度従業員月平均賃金を基準とし、基準の 300%が上限、基準の 60％を下限に設定し

ています。住宅積立金の納付基数の下限は、最低賃金基準を最低限として設定しています。 

今年 6 月下旬、上海市人力資源・社会保障局は上海市の 2022 年度従業員平均賃金及び最低賃金基準を公表しま

した。2023年度の社会保険及び住宅積立金の納付基数の上限と下限がこの平均賃金を基に調整されます。 

上海市の 2022 年度従業員月平均賃金は 12,183 元で、月最低賃金基準は 2,590 元から 2,690 元に引き上げられま

した。これに基づき、社会保険及び住宅積立金の納付基数は７月 1日より、上限は昨年の 34,188元から 36,549元に引

き上げられ（上昇率約 7％）、社会保険の下限は昨年の 6,520元から 7,310元に引き上げられています（上昇率約 12％）。

住宅積立金の下限は昨年から変更は無く 2,590元のままになります。 

調整後、2023 年 7 月 1 日から適用される上海市の社会保険及び住宅積立金の納付基数と納付比率は、下表のとおり

です。 

社会保険納付基数の調整について 

 

 

 

 



 

 

 

特別連載読み物 

 

 

 

 

第 92回 ： 「“気をつけろ！ハリケーンがやってくる！！” 

注意する者、される者・・・、日ごろの幹部と社員の“現状把握力” と “相互理解力” 

         が、常に試されるのです！！！」 

 
私が、ある大手企業の下請けグループ企業の一つである、和歌山の 100 人規模の会社の社長に就任して間もなくの

ことでした。 

私は、着任した会社の朝礼で、全社員を前に、次のように話しました。 

「着任以来、私が感じた “わが社の現況” のイメージを、皆さんに率直に話します。のどかな風景の牧場で、100 匹の

子羊が、のんびりと牧草を食べています。その牧場には、長年雇われている数匹の番犬（幹部）たちと、最近やって来た

新任の羊飼い（社長）がいます。馬に乗った羊飼いが、牧場を見渡すと、ず～～っと向うの地平線に、小さな筋の “ハリ

ケーン” が見えます。さあ～、大変です！！  羊飼いは、大声で番犬に危険を知らせ、100 匹の子羊を小屋に入れな

ければなりません。しかし、下を向いて牧草を食べている子羊や番犬たちには、遠くのハリケーンの姿など、一切目に入

らないし、日ごろから、ゆっくりモードに浸っている彼らには、その危機感が伝わりません！ ハリケーンの姿はどんどん

大きく近づいてきます！！ さあ～～、子羊たちは、一体どうなるのでしょう？！・・・？？？ 

こんな現象は、「誰が悪い！」というのではなく、「立場の違い！」と、日ごろの情報交換の欠如が、この状況を醸し出す

のです。  

企業では、「注意する者、される者」、それぞれが、立場の違いを認識しながら助け合う、そんな日ごろの「“現状把握力” 

と “相互理解力”」が、試されるのです！！  

私は、それから和歌山工場で、週 2回・15分間の「幹部との情報（意思）交換会」を持つようにしたのです。   

 

 

 

 

 

 

 

下限 上限 会社負担 個人負担

養老保険 16% 8% 24%

失業保険 0.5% 0.5% 1%

労災保険（※1） 0.16%～1.52% -           0.16%～1.52%

基本医療保険 8.5% 2% 10.5%

地方附加医療保険 1.5% -           1.5%

住宅積立金 2,590元 5%～7% 5%～7% 10%～14%

31.66%～35.02％ 15.5%～17.5% 47.16%～52.52%

納付比率

項目
前年度社
会月平均
賃金

合計

合計

7,310元

納付基数

12,183元 36,549元

(お問い合わせ先) 

上海満意多企業管理諮詢有限公司 

〒200336  上海市長寧区 延安西路 2201号  

上海国際貿易中心 2415室 

TEL: +86-21-6407-0228   FAX :+86-21-6407-0185 

E-mail: info@shmydo.com  URL: http://shmydo.jp 

 

  

ナニワのおっちゃん経営道！ 

≪新コーナー≫ 社会人・企業人としての「ものの見方・みえ方」について語る！ 
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